
く
、
其
勢
力
は
常
に
薩
長
の
二
桁
に
よ
り
代
表
せ
ら
れ
、

幾
多
の
波
瀾
を
生
じ
把
り
Q
即
ち
志
士
等
が
歩
を
進
め
て

討
幕
に
移
る
や
、
薩
藩
を
中
心
こ
せ
る
雄
藩
は
、
志
士
が

既
に
遺
棄
し
柁
る
幕
府
改
造
・
公
武
合
磯
の
策
を
講
じ
て

、
時
世
を
匡
救
せ
ん
こ
す
◎
境
遇
の
異
な
る
所
以
な
り
。

　
要
す
る
に
坂
下
底
魚
は
、
志
士
の
行
動
が
幕
府
改
造
・

公
武
合
膿
の
微
温
的
手
段
よ
り
、
王
政
復
古
・
幕
府
討
伐

の
急
激
手
段
に
推
移
す
る
過
渡
期
に
於
け
る
一
現
象
に
し

て
、
蓋
し
志
士
に
よ
り
て
計
書
せ
ら
れ
し
最
後
の
幕
府
改

造
運
動
元
り
。
さ
れ
ば
爾
老
鴬
擾
派
に
薦
す
る
志
土
の
聞

に
は
、
ま
詑
一
人
の
幕
府
改
造
・
公
武
合
罷
を
説
く
も
の

な
く
、
皆
い
つ
れ
も
其
勢
力
を
集
中
し
て
討
幕
の
事
に
鞍

掌
せ
り
。
冷
判
事
墾
を
以
て
、
尋
で
起
れ
る
寺
田
屋
事
攣

ご
併
せ
考
へ
ん
に
、
志
士
の
行
動
が
常
に
大
勢
推
移
の
先

騙
を
爲
せ
る
を
見
る
べ
し
。
此
意
義
に
於
て
安
藤
信
正
要

撃
の
計
霊
は
、
縦
ひ
完
全
に
其
目
的
を
達
す
る
能
は
ざ
り

し
ご
す
る
も
、
世
態
に
影
響
せ
る
所
与
す
し
も
少
小
な
り

第
二
巻
　
　
叢
　
設
　
　
「
ス
メ
ー
ル
㌧
叉
化
の
研
究

こ
す
可
か
ら
す
。
況
や
幕
府
の
威
信
が
こ
れ
が
露
に
い
把

く
傷
け
ら
れ
し
は
い
は
す
も
あ
れ
、
信
正
の
如
き
も
自
ら

其
地
位
に
課
す
る
能
は
す
、
本
多
平
民
ご
共
に
前
後
老
中

を
罷
め
て
、
久
世
安
藤
聯
立
内
閣
の
一
角
先
づ
崩
れ
、
一

縷
の
望
を
属
し
た
る
長
州
の
公
武
閥
周
旋
も
途
に
ま
た
振

は
す
○
天
下
の
形
勢
將
に
評
議
せ
ん
こ
す
る
の
端
緒
を
開

け
る
に
於
て
を
や
。
坂
下
事
墾
は
、
愚
行
爲
に
於
て
は
も

こ
よ
り
議
す
べ
き
も
の
な
き
に
あ
ら
す
ご
せ
ん
も
、
奨
心

情
を
諒
し
、
其
結
果
を
按
ず
る
に
、
世
運
の
進
歩
を
助
長

せ
る
事
誠
に
大
な
り
こ
い
ふ
べ
し
。

「
ス
メ
ー
ル
」
文
化
の
研
究

　
　
　
　
　
　
文
學
士
阿
部
　
秀
　
助

　
　
　
　
『

　
彼
の
「
プ
フ
ニ
ウ
ス
」
こ
し
て
、
東
方
第
一
の
肥
沃
な
る

農
地
（
ず
・
座
圃
㏄
・
・
ゴ
戸
ぴ
お
巽
葺
一
二
・
・
。
二
。
三
騨
）
（
註
一
）
ご
稽

せ
し
め
し
「
バ
ゼ
ロ
ニ
ァ
」
の
野
ば
古
代
吏
上
の
一
大
費
康

第
三
號

山ハ

縺
@
　
（
㎞
四
四
M
O
）
，



．

策
弓
懸
　
　
叢
　
説
　
　
「
ス
メ
ー
ル
」
女
化
の
研
究

た
り
、
而
し
て
三
者
庫
の
鍵
を
求
む
る
に
熱
中
せ
し
英
、

佛
，
米
、
燭
の
過
去
三
＋
年
聞
に
於
け
る
襲
掘
的
努
力
は
馨

ぼ
吾
人
を
し
て
此
羅
野
に
螢
生
せ
し
文
化
の
幕
礎
が
「
ス

メ
ー
声
」
民
族
に
負
ふ
所
以
を
勝
か
に
す
る
に
至
れ
り
。

（
註
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

　
　
註
一
、
閃
・
U
。
剛
ぽ
誘
。
ざ
H
5
ピ
2
一
へ
♂
〔
♂
ψ
o
幽
蕊
伴
蒔
2
り
p
吋
二
…
⑦
器
切
．

　
　
　
雛
9

　
　
謎
二
、
「
バ
ビ
ロ
ニ
ア
」
の
嘱
積
は
約
十
萬
口
恥
に
㌧
し
て
堪
れ
を
現
時
の

　
　
　
歓
三
界
國
に
比
す
る
時
は
尋
ぽ
上
部
餅
太
利
の
面
櫨
ミ
相
同
じ
、
随

　
　
　
っ
て
「
ア
ロ
イ
ス
ス
、
プ
レ
ン
ゲ
ル
」
が
三
島
を
除
き
糞
る
伊
太
利
王
國

　
　
、
の
面
一
ご
相
等
・
し
亡
な
呼
し
は
正
鶉
を
得
ざ
る
も
の
に
し
て
、
此
瀦

　
　
　
を
明
か
に
煙
し
は
＝
ル
マ
ー
ン
、
ヅ
グ
ナ
ー
」
の
功
に
比
せ
ざ
る
を

　
　
　
得
す
（
摩
、
噛
H
）
。
簿
N
鴇
｝
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目
琶
（
剛
。
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へ
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9
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、
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笹
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〔
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切
離
①
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三
白
窪
’
）

　
　
而
し
て
「
バ
ビ
・
ニ
ア
」
三
三
の
晒
究
材
料
中
礁
に
主
要
な
み
も
の
左
の

　
　
如
む
。

　
　
　
O
N
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・
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2
ρ
鳴
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ざ
三
的
9
・
塗
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鵠
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罠
署
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興
浮
『
H
写
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（
鼠
島
三
。
岩
8
）

　
冒
野
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。
ゴ
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宏
3
答
戸
一
ε
叫
§
＾
二
）
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昌
三
三
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婦
切
蓼
髭
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三
實
臼
ぎ
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①
畷
巳
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日
■
ノ
＜
．
剛
自
】
西
”
｝
＝
於
ε
藁
o
h
o
り
自
ヨ
項
冨
≧
（
搾
鴛
困
・
　
　
　
■

　
罫
彗
。
器
さ
Ω
塁
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三
〇
三
〇
（
♂
の
〉
｝
冨
｝
＝
ま
・
（
ち
戸
し
ゅ
）

爾
ほ
論
者
は
本
論
交
を
構
成
す
る
に
常
り
て
、
主
ミ
し
て
最
近
に
接
手

ぜ
亡
「
ヒ
エ
バ
ー
」
氏
（
伯
杯
）
の
研
究
を
参
考
亡
、
傍
ら
「
マ
イ
ヤ
ー
」
「
シ

エ
ナ
イ
ダ
ー
」
「
テ
リ
ソ
チ
」
「
ハ
ー
バ
ー
」
「
ポ
ー
ゆ
」
諸
璃
を
滲
昭
…
琶

り
。

麟
幽

　
弓
形
交
字
の
登
三
者
ご
回
せ
ら
る
＼
【
、
ス
メ
ー
川
」
民

族
（
簿
ゴ
9
、
”
し
D
∩
三
弓
9
・
鳩
も
Q
o
ゴ
三
岳
，
）
の
歴
史
上
に
實
在
せ

し
は
、
西
暦
紀
元
前
約
三
千
年
前
後
に
し
て
、
最
近
、
「
シ

ュ
ナ
イ
ダ
ー
」
氏
の
説
に
よ
れ
ば
、
此
民
族
は
「
バ
ビ
ロ
ニ



ア
」
地
方
に
於
け
る
原
始
民
族
に
あ
ら
す
し
て
、
寧
ろ
同

地
方
に
於
け
る
初
期
の
移
佳
民
π
り
、
而
し
て
彼
等
が
何

れ
の
方
面
よ
り
移
佳
し
來
り
し
や
に
就
き
て
は
、
同
氏
は

海
上
二
黒
沙
漠
方
面
よ
り
の
移
入
説
を
排
し
て
、
山
地
読

を
主
張
せ
り
、
即
ち
同
氏
の
繋
れ
に
滅
す
る
立
誰
こ
し
て

は
（
一
）
同
民
族
が
國
土
ご
山
岳
ご
を
同
一
の
文
字
、
同
一

の
意
義
に
於
て
使
用
せ
し
こ
ご
、
（
二
）
同
門
の
圭
神
「
エ

ル
リ
ど
（
磁
ε
を
祭
る
に
、
昔
時
の
状
態
を
存
す
る
爲

め
に
、
季
野
に
丘
陵
を
築
き
．
其
紳
殿
を
名
く
る
に
n
エ
、

ク
川
」
（
局
π
ξ
）
即
ち
「
山
上
の
家
」
な
る
愈
愈
を
以
て
せ
る

こ
ご
、
（
三
）
當
時
の
首
都
｛
、
ニ
プ
ー
〃
し
は
、
申
部
「
バ
ビ
ロ

ニ
ア
」
に
あ
り
て
、
湖
川
位
概
恰
も
「
イ
ラ
ン
」
古
匝
源
の
涌
｝
路
に

存
す
る
こ
ご
、
等
を
以
て
せ
り
、
（
註
一
）
次
ぎ
に
、
ヒ
ユ
バ

ー
」
氏
は
骨
格
、
言
語
雨
方
面
よ
り
此
民
族
を
研
究
せ
b

即
ち
前
者
に
就
き
て
は
頭
部
の
特
徽
よ
り
「
屯
ン
ゴ
ル
」
種

に
曝
す
る
も
の
こ
な
し
、
殊
に
此
時
代
の
彫
刻
に
現
は
れ

把
る
人
物
は
蟻
な
く
、
眉
濃
厚
に
し
て
、
身
骨
突
出
せ
り

　
　
　
築
二
巻
　
　
叢
　
訊
　
　
「
ス
メ
ー
ル
」
交
化
の
研
究

こ
な
し
、
更
に
後
者
即
ち
言
語
の
方
面
よ
ト
、
考
察
し
て
、

競
れ
が
文
法
上
の
組
織
留
保
音
の
朕
態
は
ユ
セ
ミ
チ
ッ
ク
」

族
の
言
語
ご
は
根
本
的
に
異
り
寧
ろ
懸
れ
が
特
徴
上
、
　
、
モ

川
ゴ
川
」
系
統
殊
に
苛
ト
川
コ
」
語
に
接
近
せ
る
こ
ご
を
論

塗
り
、
（
註
二
）
更
に
言
語
上
の
比
較
研
究
に
よ
り
以
上
の

説
に
数
ナ
歩
を
進
み
し
も
の
は
牛
津
大
學
の
「
ア
ッ
シ
リ

ヤ
」
主
面
「
ボ
ー
川
」
氏
に
し
て
、
同
氏
は
支
那
．
こ
の
間
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

著
し
き
類
似
黙
の
存
す
る
こ
ご
を
一
々
軍
語
に
よ
り
て
立

干
せ
り
、
此
粘
に
就
き
て
は
曾
て
學
友
濱
田
君
の
紹
介
せ

ら
れ
し
も
の
あ
り
し
を
以
て
弦
に
岩
す
、
（
正
月
）
爾
ほ
最

近
、
「
ド
ク
ト
川
、
ジ
ー
ス
」
氏
に
よ
り
て
根
本
的
に
訂
正

せ
ら
れ
し
「
ウ
ェ
バ
ー
」
一
般
世
界
史
、
第
三
版
）
第
一
巻
に

よ
れ
ば
「
ア
ッ
シ
リ
ア
學
の
進
歩
上
に
齎
ら
さ
れ
至
る
偉

大
な
る
出
撫
物
は
着
れ
が
羽
化
の
墓
礎
及
彼
の
撰
二
文
字

な
る
も
の
が
「
ス
メ
ー
汗
し
民
族
に
よ
り
て
與
へ
ら
れ
し
こ

ε
な
り
こ
す
、
而
し
て
此
の
民
族
の
言
語
ご
骨
格
ご
は
「
メ

ソ
ボ
リ
タ
ミ
ア
」
及
附
近
の
地
方
に
居
住
せ
し
民
族
ご
は

第
三
號

七
一
　
（
四
四
二
）

り



　
　
　
第
二
巻
　
　
叢
　
訊
　
　
「
ス
メ
ー
ル
し
丈
化
の
研
究

甚
し
く
異
な
れ
り
、
吾
入
は
「
ス
メ
ー
川
」
民
族
に
よ
り
て

所
謂
薔
世
界
の
原
始
民
族
中
最
も
進
歩
の
階
段
に
到
達
せ

る
も
の
を
見
る
、
ご
共
に
、
其
の
八
種
的
系
統
に
於
て
は

「
モ
ン
ゴ
ル
」
系
統
に
一
致
す
」
、
（
下
露
）
ご
あ
り
、
但
、
此

民
族
の
傳
統
を
嚴
密
に
批
判
す
る
に
は
、
今
日
迄
の
「
ス

メ
ー
ル
」
民
族
に
匂
す
る
言
語
的
智
識
の
み
に
て
は
未
だ

不
充
分
な
る
の
槻
あ
る
を
免
れ
す
。
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七
二
　
（
四
四
三
）
　
　
9

　
「
ス
甘
口
ル
」
民
族
の
政
治
組
織
は
繋
れ
に
製
す
る
史
料

の
漸
片
的
な
、
る
結
果
、
確
實
に
知
る
こ
ご
能
は
す
ご
錐
、

然
か
も
大
小
幾
多
の
都
市
的
尊
家
に
分
裂
せ
し
こ
ご
は
明

白
な
る
事
實
に
し
て
、
是
等
の
都
市
中
、
殊
に
政
治
上
・

圭
要
な
る
地
位
を
有
せ
し
も
の
は
「
ニ
ブ
蓼
川
し
（
Z
一
辱
葺
．
）

「
エ
レ
ヒ
」
（
露
，
8
ど
、
「
ウ
ル
」
（
d
畦
）
等
に
し
て
、
（
註
こ

殊
に
「
ウ
ル
」
の
如
き
は
前
後
二
回
、
政
治
上
の
覇
標
を
握

る
に
至
れ
り
，
而
し
て
是
等
都
市
的
尊
家
の
元
首
は
「
王
」

に
し
て
王
は
常
に
天
砧
に
よ
り
て
、
遷
れ
が
位
に
即
き
し

の
み
に
あ
ら
す
し
て
、
箏
ろ
脚
の
化
身
こ
し
て
信
ぜ
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

臥
し
も
の
な
り
こ
す
、
更
に
副
王
の
地
位
に
あ
る
も
の
を

「
バ
タ
シ
ト
（
℃
落
灸
）
ご
乱
し
．
術
ほ
乱
言
、
大
小
の
官

信
侶
、
裁
判
官
等
あ
り
、
而
し
て
彼
等
℃
支
給
せ
ら
れ
し

も
の
は
當
時
、
王
の
穀
倉
に
藏
せ
ら
れ
し
穀
物
其
他
の
生

活
品
を
以
て
せ
ら
れ
し
も
の
な
り
こ
す
、
以
上
、
特
権
階

級
に
封
し
て
一
般
の
國
民
は
自
由
民
、
牟
自
由
民
及
奴
隷

の
三
階
級
に
分
元
れ
、
彼
等
の
中
に
は
地
主
あ
り
、
小
作



人
あ
り
、
手
工
業
者
あ
り
、
箪
純
な
る
勢
働
者
あ
り
、
而

し
て
彼
等
の
馬
鞭
上
に
於
け
る
義
務
こ
し
て
は
租
税
（
政

法
爾
方
面
に
偉
し
）
兵
役
、
及
運
河
叉
π
は
通
路
の
大
工

事
に
嘱
す
る
賦
役
等
な
り
こ
す
、
但
最
後
の
賦
役
は
勢
力

を
提
供
す
る
場
合
ご
、
纏
れ
に
相
縛
す
る
金
額
を
支
彿
ふ

場
合
ご
あ
り
、
叉
、
婦
人
に
し
て
土
地
を
有
し
、
或
は
猫

立
し
て
業
務
を
螢
む
も
の
は
、
男
子
の
塩
合
ご
同
じ
く
以

上
の
義
務
を
負
ふ
も
の
な
り
こ
す
。

　
次
ぎ
に
此
民
族
に
於
て
、
煙
れ
が
纒
濟
生
活
の
中
心
を

な
せ
し
も
の
は
農
業
に
し
て
、
國
内
の
土
地
は
王
室
の
所

有
地
ご
個
人
の
私
有
地
以
外
に
、
寺
領
其
者
が
如
何
に
主

要
な
る
意
義
を
鳴
せ
し
か
は
、
當
時
に
於
け
る
土
地
譲
渡

獣
の
朋
か
に
吾
人
に
讃
明
す
る
庭
な
り
こ
す
、
而
し
て
是

等
の
士
女
セ
る
や
、
自
己
経
螢
を
以
て
す
る
も
の
な
り
ご

躁
、
其
多
く
は
、
小
作
制
度
の
下
に
、
他
人
に
叢
薄
せ
し

も
の
に
し
て
、
此
の
立
合
各
人
に
割
前
ら
れ
し
面
積
は
こ

「
ヘ
ク
タ
ー
」
よ
り
五
十
「
ヘ
ク
タ
ー
」
の
間
，
に
し
て
小
作
料

第
二
懸
　
　
叢
　
観
　
　
「
ス
メ
ー
ル
」
交
化
の
研
究

は
、
契
約
の
際
．
相
互
の
間
に
一
定
の
地
代
を
約
す
る
も
の

こ
、
年
々
の
牧
獲
高
に
よ
り
て
下
れ
を
規
定
す
る
も
の
こ

あ
り
、
即
ち
後
者
の
瘍
合
に
あ
り
て
は
、
多
く
、
年
牧
獲

の
約
四
分
ノ
一
に
相
當
せ
し
も
の
な
り
こ
す
、
叉
犯
、
以

上
の
仕
彿
に
供
せ
し
も
の
は
、
宮
号
獲
物
を
以
て
す
る
も

の
こ
、
現
金
を
以
て
せ
し
も
の
こ
あ
り
、
次
ぎ
に
當
時
栽

培
せ
ら
れ
し
農
産
物
に
し
て
、
今
日
、
明
臼
な
る
も
の
は

小
姿
、
大
婆
、
胡
庶
．
黍
、
豆
類
等
に
し
て
、
彼
の
小
姿

麺
包
の
如
き
は
其
起
源
を
此
地
に
醸
せ
り
、
（
註
二
）
街
ほ

善
時
專
ら
農
家
の
副
業
こ
な
り
し
も
の
は
酒
造
業
に
し
て

十
七
種
の
酒
類
あ
り
、
次
ぎ
に
林
業
は
漿
蓬
せ
す
、
僅
か

に
「
チ
グ
ソ
ス
」
「
エ
・
フ
フ
ラ
テ
ス
」
の
河
畔
に
一
種
の
蔵
荻

を
醜
し
の
み
に
し
て
、
総
て
船
材
及
農
具
用
の
木
材
は
他

方
面
よ
り
輪
入
せ
し
も
の
な
り
こ
す
、
次
ぎ
に
牧
畜
業
は

農
業
に
見
る
が
如
き
、
重
な
る
登
達
を
有
せ
ざ
る
も
、
省

ほ
、
騙
馬
、
山
羊
、
羊
等
あ
）
、
殊
に
馬
は
「
ウ
ン
ク
ナ

ー
ト
」
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
既
に
、
三
千
年
前
に
あ
り
、

第
三
・
號
　
　
　
七
三
　
（
四
四
四
）



駆

　
　
　
第
二
魯
　
　
叢
　
観
　
　
「
ス
メ
ー
ル
」
丈
化
の
研
究

（
註
三
）
次
ぎ
に
漁
業
は
同
國
に
、
、
」
り
て
最
も
重
ん
ぜ
ら
れ

し
も
の
に
し
て
、
殊
に
っ
エ
ウ
フ
ラ
テ
ス
」
の
河
申
に
産
せ

し
魚
類
の
中
に
甚
し
く
大
な
る
鯉
の
産
せ
し
こ
ご
は
「
デ

リ
ッ
チ
」
氏
の
古
代
「
バ
ゼ
売
口
ァ
」
商
業
研
究
中
に
あ
る

絡
書
の
吾
人
に
示
す
腱
な
り
、
（
註
四
）
、
而
し
て
此
方
面

に
あ
り
て
は
當
時
言
に
一
種
の
漁
業
煽
動
あ
り
て
、
海
洋
、

湖
水
、
河
流
方
面
よ
り
捕
獲
せ
ら
れ
し
水
産
物
を
各
市
蕩

に
齎
ら
せ
し
も
の
な
り
こ
す
、
更
に
當
時
に
於
け
る
工
業

及
商
業
の
一
般
に
就
き
て
考
察
す
る
に
、
先
工
業
に
あ
り

て
は
手
工
業
の
動
き
職
業
上
の
分
化
甚
し
き
も
の
あ
り
し

ご
共
に
、
其
闘
、
織
物
業
の
如
き
大
工
業
の
郵
に
入
る
轟

き
も
の
少
か
ら
ず
、
而
し
て
是
等
の
工
蕩
に
あ
り
て
は
四

十
人
よ
り
五
百
人
に
至
る
問
の
饗
働
者
を
使
役
せ
リ
ャ
省

ほ
當
時
の
勢
働
者
は
一
般
の
使
用
人
、
熟
練
職
工
、
不
熟

練
職
工
及
臼
傭
の
三
大
別
に
早
寝
れ
、
彼
等
の
鵬
に
は
各

自
大
小
の
組
合
組
織
せ
ら
れ
、
之
れ
が
取
締
役
は
圭
こ
し

て
各
自
の
勢
働
條
件
及
勢
望
仕
彿
等
に
差
し
て
其
力
を
監

第
三
號

七
四
　
（
四
四
五
）

せ
し
も
の
な
り
こ
す
、
殊
に
吾
人
に
ご
り
て
興
味
あ
る
問

題
は
是
等
勢
働
者
に
仕
携
れ
し
勢
銀
ご
大
小
の
官
吏
に
支

給
せ
ら
れ
し
食
緑
こ
の
比
較
こ
な
す
、
即
ち
今
日
迄
の
研

究
の
結
果
に
よ
れ
ば
最
高
の
官
吏
に
給
せ
ら
れ
し
額
ご
熟

練
職
工
に
し
て
最
も
詫
．
技
術
の
見
る
亡
き
も
の
に
仕
佛
は

れ
し
勢
銀
ご
相
同
じ
く
、
以
下
官
吏
の
中
位
は
勢
働
者
の

申
位
に
匹
敵
し
官
吏
の
下
級
の
も
の
は
勢
働
者
の
劣
等
な

る
も
の
こ
相
等
し
く
、
又
、
是
等
め
包
銀
は
官
吏
の
蕩
合

ご
岡
じ
く
多
く
、
現
物
支
管
に
し
て
女
工
は
普
通
男
工
の

宇
分
、
未
成
年
讐
働
者
の
最
高
勢
銀
は
一
般
使
用
人
の
最

低
勢
銀
に
相
等
し
、
未
．
成
年
勢
働
者
に
し
て
奨
爾
親
を
失

し
も
の
は
逸
れ
が
義
塾
の
一
部
を
支
給
せ
ら
る
る
こ
ご
、

な
れ
り
、
，
次
に
當
時
の
商
業
に
就
き
て
見
る
に
、
先
づ
樹

外
取
引
に
あ
り
て
は
蘇
に
東
方
こ
の
取
引
盛
大
に
し
て
、

主
こ
し
て
農
産
物
及
工
産
物
を
輸
出
す
る
ご
共
に
國
内
に

欠
乏
せ
し
石
材
、
鑛
物
、
木
材
、
象
牙
、
羊
毛
等
の
原
料

品
を
輸
入
せ
り
、
而
し
て
此
場
合
に
あ
り
て
最
も
大
な
る



便
盆
を
與
へ
し
庵
の
は
薫
製
を
縦
横
に
開
通
せ
し
運
河
に

し
て
、
趨
れ
が
大
な
る
も
の
＼
附
近
に
は
倉
庫
（
も
。
一
δ
・
・
）

存
し
、
以
て
運
輸
上
の
手
を
省
ぐ
こ
ご
、
な
れ
り
、
此
瓢

に
於
て
「
バ
ビ
ロ
ユ
ァ
」
は
確
か
に
古
代
の
和
蘭
ご
総
す
る

を
得
溢
し
、
叉
、
當
時
に
あ
り
て
は
鋳
造
貨
幣
は
な
き
も

金
、
銀
、
銅
等
の
金
遣
は
地
金
又
た
は
環
猷
の
歌
態
を
以

て
使
用
せ
ら
れ
し
ご
共
に
、
金
銀
の
比
債
確
定
し
、
爾
ほ

以
上
貨
警
の
代
用
物
ご
し
て
手
形
の
如
き
既
に
利
用
せ
ら

．
れ
、
工
業
上
に
於
け
る
投
資
額
の
如
き
　
人
に
て
金
六
十

「
タ
レ
ン
ト
」
即
ち
邦
貨
十
萬
圏
に
達
せ
し
も
の
あ
り
、
而

し
て
企
業
上
の
利
盆
は
投
資
額
の
二
倍
、
三
倍
、
甚
し
き

は
十
倍
に
及
び
し
も
の
あ
り
、
叉
、
利
子
が
一
ケ
月
浄
血

乃
至
二
割
五
分
野
高
峯
を
示
せ
し
こ
・
ご
は
、
當
時
に
於
け

る
資
金
需
要
の
熾
ん
な
り
し
ご
、
還
れ
が
危
瞼
性
の
大
な

り
し
こ
ご
を
示
す
も
の
な
り
こ
す
、
次
ぎ
に
本
位
貨
な
る

も
の
は
圭
こ
し
て
國
家
其
者
に
よ
り
て
規
定
せ
ら
れ
し
も

の
こ
、
寺
肚
に
よ
り
し
も
の
こ
、
商
人
間
に
於
け
る
も
の
こ

第
二
巻
　
　
叢
読
　
　
「
ス
メ
！
〃
し
曳
化
の
研
究

あ
り
、
其
他
、
度
量
衡
の
如
き
統
一
的
状
態
に
溢
せ
し
こ

ご
は
當
時
の
縄
濟
生
活
を
し
て
著
し
く
敏
活
な
ら
し
め
し

も
の
な
り
こ
す
。

　
最
後
に
當
時
の
家
族
制
度
ご
宗
敷
ご
に
就
き
て
；
雨
せ

ん
に
、
前
者
に
あ
り
て
家
長
の
地
位
に
あ
る
も
の
は
男
子

に
し
て
、
一
夫
多
妻
の
風
鐸
は
れ
、
道
中
一
人
の
正
妻
め

り
、
又
、
結
婚
後
の
婦
人
は
法
律
上
の
資
格
を
有
せ
ざ
る

も
、
夫
の
後
見
の
下
に
骸
利
事
業
に
從
訳
し
得
る
こ
ご
＼

な
れ
り
、
叉
、
常
時
の
宗
敏
は
頗
る
「
シ
ャ
マ
ン
」
激
に
類

似
せ
り
、
而
し
て
各
家
族
、
各
人
が
保
護
赫
を
有
す
る
が

如
く
當
時
に
於
け
る
各
都
市
は
福
祉
内
に
主
紳
を
祭
り
、

若
、
一
朝
有
事
の
際
、
此
圭
紳
の
像
に
し
て
敵
國
の
掠
奪

す
る
庭
こ
な
る
に
於
て
は
、
都
市
其
者
は
何
等
政
治
的
生

命
を
有
せ
ざ
る
も
の
こ
見
…
徹
さ
れ
た
り
、
故
に
賞
時
に
め

り
て
各
方
家
が
戦
和
挑
む
に
當
り
て
互
に
各
自
の
都
市
の

榊
像
を
齎
ら
さ
ん
こ
ご
に
努
め
し
も
の
な
り
こ
す
、
叉
、

當
時
の
偲
侶
は
一
面
に
於
て
裁
判
ご
敷
育
ご
を
司
ご
り
し

第
三
號

七
五
　
　
（
四
四
六
）



，

　
　
　
第
二
巻
　
叢
読
　
南
朝
の
隠
れ
六
る
勤
王
家

も
の
に
し
て
寺
肚
恰
も
一
種
の
學
堂
だ
る
の
槻
を
呈
し
、

憐
れ
に
學
ぶ
も
の
は
多
く
僧
侶
の
子
弟
に
し
て
北
課
昌
に

ぽ
習
字
、
宗
敷
、
天
文
學
、
数
學
、
馨
學
等
な
り
、
所
謂
、

宗
敷
ご
科
學
の
合
一
的
敷
育
を
施
せ
し
こ
ご
省
ほ
現
時
埃

及
「
カ
イ
ロ
」
に
あ
り
て
回
敷
徒
の
高
等
敷
育
を
司
ざ
る

「
エ
ル
、
ア
ッ
ァ
ル
」
（
団
一
　
》
N
ご
P
「
）
の
如
き
も
の
な
り
、

叉
、
立
時
に
於
け
る
尼
は
時
に
萱
笑
婦
の
如
き
賎
業
に
從

事
せ
し
も
の
な
り
こ
す
○
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六
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四
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南
朝
の
隠
れ
れ
ろ
勤
王
家

　
　
　
　
　
　
一
伊
勢
度
會
民
i

剛
　
繕
　
　
言

（
上
）

大
西
　
源
　
一

　
南
勢
地
方
が
吉
野
朝
廷
の
束
藩
こ
し
て
其
の
存
在
に
最

も
重
大
の
鵬
係
あ
り
し
こ
ご
は
、
世
に
知
れ
渡
れ
る
事
實

な
る
が
、
彼
の
北
畠
氏
が
凡
て
之
に
擦
る
の
前
に
當
り
、

此
地
方
の
一
角
山
困
の
地
に
あ
っ
て
勤
王
の
首
唱
者
た
り

し
度
會
一
族
の
事
蹟
に
至
っ
て
は
、
世
嗣
だ
之
を
論
ぜ
る

の
入
あ
る
を
聞
か
す
。
之
れ
度
曾
氏
の
勤
王
が
主
こ
し
て

精
淋
的
方
面
に
關
し
、
此
の
時
代
に
於
け
る
勅
官
勤
王
家

こ
し
て
有
名
な
る
九
州
の
阿
蘇
氏
、
北
陸
の
運
筆
氏
の
如

き
堆
烈
の
事
蹟
を
留
め
ざ
る
に
由
れ
り
ご
雄
、
其
の
精
紳

的
活
動
は
我
が
思
想
史
上
に
最
も
注
意
す
べ
き
一
大
記
録

を
遺
せ
り
。
即
ち
彼
の
度
會
紳
道
な
る
も
の
は
、
此
の
時


